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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料と試薬を混合する反応容器と、該反応容器に試料を分注する試料分注機構と、該反
応容器中の試料と試薬の混合液を測定するための光度計と、を備えた分析ユニットと、
　試料を収容した試料容器を保持するラックを前記分析ユニットの前記試料分注機構の試
料分注位置に搬送するラック搬送部と、前記分析ユニットと前記ラック搬送部を制御する
制御部と、該制御部に指示を与えるための操作部と、該操作部での操作内容を表示する表
示部と、を備えた自動分析装置において、
　前記光度計で計測された吸光度に基づいて分析対象成分の濃度を算出するための検量線
の作成指示を与える表示画面と同一画面上に、標準液の打ち返しを実施するか否かを選択
する選択表示を前記表示部に表示するように前記制御部が制御することを特徴とする自動
分析装置。
【請求項２】
　請求項１記載の自動分析装置において、
　前記表示画面に、測定項目毎の検量線の作成方法を指定する指定表示を表示することを
特徴とする自動分析装置。
【請求項３】
　請求項１記載の自動分析装置において、
　前記表示画面上で、標準液の打ち返しを実施することを選択した場合は、検量線作成用
に標準液を反応容器へ分注するのと同時に打ち返し用の標準液の分注を行うように前記制



(2) JP 4801542 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

御部が制御することを特徴とする自動分析装置。
【請求項４】
　請求項３記載の自動分析装置において、
　前記標準液の打ち返し処理では、前記検量線の作成に用いた標準液と同じ標準液を用い
ることを特徴とする自動分析装置。
【請求項５】
　請求項１記載の自動分析装置において、
　前記標準液の打ち返し処理によって前記検量線が不良であると判定されたとき、前記検
量線の作成を再度行うことを特徴とする自動分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試料を自動的に定量する自動分析装置に関し、特に、試料をラック式に設置
する自動分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動分析装置は、主として臨床検査の分野で広く用いられている。臨床検査の分野では
患者血清などの検体数が増加しているにもかかわらず、迅速且つ正確な検査（測定）デー
タの提供が望まれている。
【０００３】
　自動分析装置による測定では、先ず、濃度既知の標準液を測定することによって検量線
を作成し、次に、濃度既知の精度管理試料を測定して、その検量線が有効であるか否かを
確認する。こうして検定済みの検量線を用いて、濃度未知の試料、例えば、患者の検体を
測定する。
【０００４】
　通常、検量線は直線である。そこで、検量線が直線でない場合、「標準液の打ち返し」
を行う場合がある。標準液の打ち返しでは、作成した検量線を用いて、検量線作成に用い
た標準液を測定する。即ち、精度管理試料の代わりに、又は、精度管理試料として、検量
線作成に用いた標準液を測定する。それにより、標準液が設定濃度と一致しているか否か
を確認する。標準液が設定濃度と一致している場合には、作成した検量線が標準液濃度と
フィットしていることになる。
【０００５】
　一般に、精度管理試料には、１本で複数の項目を測定することができるように複数の種
類の成分が含まれている。また、精度管理試料には、低、中、高の少なくとも２又は３種
類の濃度が用意されている。一方、標準試料は、長期の安定性及び正確度を確保する必要
から、単項目を測定するように構成され、容量も少ない。従って、一般には、標準試料を
精度管理試料として使用することはない。
【０００６】
　自動分析装置における試料の設置方式には、円形状のディスクに試料を設置するディス
ク方式と、試料容器をラックに保持するラック方式がある。ラック方式では、ラックを更
に複数のラックトレイに保持する。ラック方式は多数の試料を取り扱うことができる。
【０００７】
　特開200１－１3１50号には、ディスク方式の自動分析装置が記載されている。この自動
分析装置では、緊急検体設置場所に設置された試料の測定データをデータや検量用標準液
データとしても管理することができる。
【０００８】
　ラック方式の自動分析装置では、ラックの種類によって保持されている溶液の種別を区
別している。尚、ラックの種類はラックに付されたＩＤを読み取ることによって知ること
ができる。例えば、一般検体用ラックには検体試料が測定順に保持され、標準液ラックに
は標準液が測定順に保持されている。１つのラックで複数の種別の試料を保持することは
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できない。標準液ラックは、検量線を作成するときに使用するものであり、標準液の打ち
返しを行う場合に使用することはできない。従って、標準液の打ち返しを行う場合、標準
液を、精度管理試料用ラック又は一般検体用ラックに設置しなければならない。更に、標
準液の打ち返しを行う場合、測定すべき項目、即ち、検量線が作成された項目を再度入力
しなければならない。また、このような項目の入力は、標準液を測定するための入力画面
とは別の画面にて行う必要がある。
【０００９】
【特許文献１】特開2001-13150号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述のように、ラック方式の自動分析装置では、標準液の打ち返しを行う場合、標準液
を、精度管理試料用ラック又は一般検体用ラックに設置し、更に、画面上にて測定項目の
再入力を行わなければならない。
【００１１】
　本発明の目的は、標準液を再度設置したり、測定項目の入力を再度行うことなく、検量
線が作成された項目を自動的に測定することができる自動分析装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の自動分析装置によると、検量線の作成が終わると、標準液ラックを待機させ、
標準液の打ち返しを行う場合、待機していた標準液ラックを投入する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明では、標準液を再設置したり、測定項目の入力を再度行うことなく、検量線が作
成された項目を自動的に測定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１に本発明の自動分析装置の構成を示す。自動分析装置は、試料容器１０８を保持す
るラック１０７を備えた検体投入部１０１と、反応液の吸光度を測定することによって試
料の濃度を測定する分析ユニット１０３と、ラック１０７に保持された試料容器１０８を
分析ユニット１０３の試料吸引位置へ搬送する搬送部１０２と、再検査が必要な検体が収
容された試料容器１０８が設置されたラック１０７を分析ユニット１０３へ搬送する再検
搬送部１０５と、再検査が必要な検体が収容された試料容器１０８を保持する再検バッフ
ァ１１０と、分析ユニット１０３に対する操作を行う操作部１２１と、記憶部１２２を有
する制御部１２３、入力画面、出力画面及び測定結果表示画面を表示する表示部１２４と
、表示部１２４に表示されたデータを印刷するプリンタ１２５と、測定結果を保存する記
憶装置１２６と、を有する。
【００１５】
　図１の例では、２個の分析ユニット１０３が設けられているが、１又は複数の分析ユニ
ット１０３が設けられてよい。
【００１６】
　図２は分析ユニット１０３の詳細を示す。分析ユニットは試薬系、サンプル系、反応系
、及び、及び、測定系を有する。試薬系は、試薬容器２１０を収容する試薬ディスク２０
１と、試薬を分注する試薬分注ピペッタ２０２と、を有する。サンプル系は、試料を分注
する試料分注ピペッタ２０３を有する。反応系は、反応容器２０４を備えた反応ディスク
２０５と、反応容器２０４内の反応液を攪拌する攪拌装置２１１と、恒温槽２０９と、を
有する。測定系は、試料を通過した光のうち特定の波長の光の強度を測定する多波長光度
計２０６と、多波長光度計２０６から出力されたアナログ信号をデジタル信号に変換する
アナログ／デジタルコンバータ２０７と、コンピュータ２１２と、を有する。
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【００１７】
　搬送部１０２は、試料容器１０８が試料吸引位置２０８に配置されるように、試料容器
１０８を保持するラック１０７を搬送する。試料分注ピペッタ２０３は、試料容器１０８
より所定量の試料を吸引し、それを反応容器２０４に分注する。反応ディスク２０５が回
転し、試料が分注された反応容器２０４は第一試薬添加位置まで移動する。試薬ディスク
２０１も回転し、現在の分析項目に該当する試薬容器２１０は昇降アームに設置された試
薬分注ピペッタ２０２の下に移動する。試薬分注ピペッタ２０２は所定量の第一試薬を吸
引し、それを第一試薬添加位置に配置された反応容器２０４に分注する。反応ディスク２
０５が回転し、反応容器２０４は攪拌装置２１１の位置まで移動する。攪拌装置２１１は
最初の攪拌を行う。次に、反応容器２０４に、光源からの光束が照射される。多波長光度
計２０６は、反応容器２０４を通過した光を検出する。即ち、多波長光度計２０６は、反
応容器２０４内の反応液の吸光度を検出し、吸光度信号を、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ
）コンバータ２０７に送る。Ａ／Ｄコンバータ２０７はアナログ信号をデジタル信号に変
換し、それをコンピュータ２１２に送信する。コンピュータ２１２は、試料液中の測定対
象の分析項目濃度を検出する。反応ディスク２０５が回転し、測定が終了した反応容器２
０４は、洗浄機構の位置まで移動する。洗浄機構は、反応容器２０４内の反応液を排出し
てから、水で洗浄する。こうして、反応容器２０４は、次の分析に供される。
【００１８】
　図３を参照して本発明による測定処理を説明する。ここでは、精度管理試料は、１本で
、複数の項目を測定することができるが、標準試料は、１本で、単項目しか測定すること
ができないもの仮定して、説明する。ステップＳ１０１にて、コンピュータ２１２は、検
量線作成命令を検出する。検量線作成命令は、ユーザが操作部１２１を介して、表示部１
２４に表示された画面上にて行う。検量線作成命令は、検量線を作成する対象である測定
項目を含む。ステップＳ１０２にて、コンピュータ２１２は、標準液が収容された標準液
ラックを投入する。即ち、検量線作成命令にて入力された測定項目に対する検量線を作成
するのに使用する標準液が収容された標準液ラックを試料吸引位置２０８に配置する。ス
テップＳ１０３にて、自動分析装置は、標準液の吸光度を測定し、コンピュータ２１２は
、検量線を作成する。ステップＳ１０４にて、コンピュータ２１２は、アラームが発生し
たか否かを判定する。自動分析装置は、検量線が不適当であると判定した場合にアラーム
を発生する。アラームが発生した場合には、ステップＳ１０５に進み、表示部１２４に表
示された画面上にて、検量線の作成を再度行うよう、推奨する。ステップＳ１０１～ステ
ップＳ１０４を繰り返す。こうして、アラームが発生しない場合には、ステップＳ１０６
に進む。
【００１９】
　ステップＳ１０６にて、コンピュータ２１２は、検量線を保存する。過去に、検量線が
作成されている場合には、それを上書きする。ステップＳ１０７にて、自動分析装置は、
標準液ラックが再度投入されたか否かを判定する。即ち、検量線の作成に使用した標準液
ラックが投入されたか否かを判定する。投入された場合にはステップＳ１０８に進み、投
入されない場合には、この処理を終了する。
【００２０】
　尚、ラックには、ラックの種類を示すＩＤが付されている。このＩＤを読み取り装置に
よって読み取ることによって標準液ラックが投入されたか否かを知ることができる。この
ように、ラックにＩＤを付すこと、及び、ラックのＩＤを読み取り装置によって読み取る
ことは従来技術により既知であり、ここでは詳細に説明しない。このようなＩＤとしてバ
ーコードが用いられてよい。
【００２１】
　ステップＳ１０８にて、自動分析装置は、標準液の打ち返しを行う。即ち、コンピュー
タ２１２は、精度管理試料の代わりに標準液を用いて、検量線を検査する。ステップＳ１
０９にて、コンピュータ２１２は、検量線の有効性を判定する。検量線が有効であると判
定値した場合には、処理を終了する。検量線が有効でないと判定値した場合には、ステッ
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プＳ１０５に戻る。
【００２２】
　こうして本例による標準液の打ち返し処理が終了すると、精度管理試料を用いて検量線
を検査する。標準液の打ち返し処理では、単一の測定項目に対する検量線を検査するが、
精度管理試料を用いた検査では、全ての測定項目に対して検量線を検査する。
【００２３】
　本例によると、検量線を作成したら、標準液ラックが再度投入されたか否かを判定し、
標準液ラックが再度投入された場合には、標準液の打ち返しを行う。従って、標準液の打
ち返し処理を行う場合でも、標準液を再度標準液ラックに設置する必要がない。また、検
量線の有効性を簡単に確認することが可能であり、無駄に精度管理試料を使用することが
回避される。
【００２４】
　尚、図３の例では、ステップＳ１０７にて、自動分析装置は、標準液ラックが再度投入
されたか否かを判定する。しかしながら、ステップＳ１０７にて、コンピュータ２１２は
、標準液の打ち返し命令が入力されている否かを判定してもよい。ここで、標準液の打ち
返し命令が入力されている場合には、検量線の作成に使用した標準液ラックを投入し、標
準液の打ち返しを行う。
【００２５】
　図４を参照して本発明による測定処理を説明する。図３の例では、検量線の作成を開始
するとき、検量線の作成命令が入力されているが、標準液の打ち返し命令は入力されてい
ない。本例では、最初に、検量線の作成命令と標準液の打ち返し命令が入力されているも
のとする。ステップＳ２０１にて、コンピュータ２１２は、検量線作成命令と標準液の打
ち返し命令を検出する。検量線作成命令と標準液の打ち返し命令は、表示部１２４に表示
された１つの画面上にて行う。ステップＳ２０２からステップＳ２０６は、図３に示した
例のステップＳ１０２からステップＳ１０６と同様である。
【００２６】
　本例によると、ステップＳ２０２からステップＳ２０６の処理と同時併行的に、ステッ
プＳ２０７及びステップＳ２０８を行う。ステップＳ２０７にて、自動分析装置は、標準
液の打ち返し用の標準液ラックを用意する。ここで用意する標準液ラックは、検量線の作
成に使用する標準液ラックと同時に作成するため、実質的に、検量線の作成に使用する標
準液ラックと同一である。ステップＳ２０８にて、標準液の打ち返し用の標準液ラックを
、再検バッファ１１０に待機させる。
【００２７】
　ステップＳ２０９にて、自動分析装置は、再検バッファ１１０にて待機していた標準液
ラックを投入する。即ち、標準液ラックを試料吸引位置２０８に配置する。ステップＳ２
１０及びステップＳ２１１は、図３のステップＳ１０８及びステップＳ１０９と同様であ
る。
【００２８】
　図３の例では、検量線を作成してから、標準液ラックの再投入の有無又は標準液の打ち
返し命令の有無を判定した。しかしながら、本例のように、最初から、標準液の打ち返し
命令があることが判っている場合には、検量線の作成処理と標準液の打ち返し処理を同時
併行的に実施する。本例では、上述のように、標準液の打ち返しは、検量線の作成に使用
する標準液ラックではなく、標準液の打ち返し用に用意した標準液ラックを使用する。し
かしながら、標準液の打ち返し用の標準液ラックは検量線の作成に使用する標準液ラック
と同時に用意するため、実質的に同一である。
【００２９】
　本発明は、従来のラック方式の自動分析装置のハードウエアの改造は行わず、ソフトウ
エアの変更によって実現可能である。
【００３０】
　図５は、本発明の自動分析装置の表示部１２４に表示される入力画面の例を示す。本例
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の入力画面は、ルーチン操作ボタン４０１、試薬情報ボタン４０２、キャリブレーション
ボタン４０３、精度管理ボタン４０４、ユーティリティボタン４０５を有する。ここでは
試薬情報ボタン４０２が選択されている。この入力画面では、状況ボタン４０６、標準液
ボタン４０７、及び、設定ボタン４０８が表示されている。ここでは、状況ボタン４０６
が選択されている。更に、詳細画面４１０には、項目名４１１、ポジション４１２、実行
方法４１３、要因４１４、打ち返し４１５が表示されている。実行方法の欄４１６には、
ブランクボタン４１７、２ポイントボタン４１８、全点ボタン４１９、スパンボタン４２
０が表示されている。通常の検量線の作成処理では、項目毎に実行方法を設定する。実行
方法の欄４１６から所望の方法を選択すると、実行方法４１３に、選択した方法が表示さ
れる。
【００３１】
　本例によると、打ち返し４１５にて、選択表示を行うと、標準液の打ち返し処理が実行
される。本例によると、入力画面にて、検量線作成入力と同時に打ち返しを指示すること
ができる。それによって、自動分析装置は検量線作成用の分注と同時に標準液の打ち返し
用の分注を同時に行い、検量線の保存又は更新の後に、直ちに、標準液の打ち返しの測定
結果を出力することができる。
【００３２】
　以上、本発明の例を説明したが、本発明は上述の例に限定されるものではなく、特許請
求の範囲に記載された発明の範囲にて様々な変更が可能であることは当業者によって容易
に理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の自動分析装置の全体構成を示す図である。
【図２】本発明の自動分析装置の分析ユニットの概略図である。
【図３】本発明の自動分析装置における検量線作成と標準液の打ち返し処理の第１の例を
示す図である。
【図４】本発明の自動分析装置における検量線作成と標準液の打ち返し処理の第２の例を
示す図である。
【図５】本発明の自動分析装置の表示部に表示された画面の例を示す図である。
【符号の説明】
【００３４】
１０１…検体投入部、１０２…搬送部、１０３…分析ユニット、１０５…再検搬送部、１
０６…操作部、１０７…ラック、１０８…試料容器、１１０…再検バッファ、２０１…試
薬ディスク、２０２…試薬分注ピペッタ、２０３…試料分注ピペッタ、２０４…反応容器
、２０５…反応ディスク、２０６…多波長光度計、２０７…アナログ／デジタルコンバー
タ、２０８…試料吸引位置、２０９…恒温槽、２１０…試薬容器、２１１…攪拌装置、２
１２…コンピュータ、
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